
申申し込み　問問い合わせ

社協はげんきな
　　 こころ応援します

●伊勢社協マスコットキャラクター
げんきくん こころちゃん https://ise-shakyo.jp伊勢社協 検  索

「げんここ
地域福祉通信」は、
地域福祉情報を
お伝えする
コーナーです。 んん ここここげげ

Vol.16
地域福祉通信地域福祉通信

伊勢市福祉総務課　☎21-5557　FAX 21-5555

地域福祉課・中部支所（八日市場町13-1）
☎63-5334・27-2425　FAX 27-2412
ボランティアセンター ☎63-6370　FAX 27-2412
生活サポートセンターあゆみ ☎63-5224　FAX 27-2415

東部支所（二見町茶屋456-2） ☎43-5551　FAX 43-4427
西部支所（小俣町元町536） ☎27-0509　FAX 27-0570
北部支所（御薗町長屋2767） ☎22-6617　FAX 22-6604

げんここるーむ（小木町曽祢538）☎65-6120　FAX 65-6121
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　主
に
家
庭
な
ど
で
眠
っ
て
い
る
食
品
を
寄
付
し
、
食
べ
物
を
必
要
と

し
て
い
る
人
に
届
け
る
活
動
を
「
フ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ
」
と
い
い
ま
す
。

　伊
勢
市
社
会
福
祉
協
議
会
は
、
こ
の
活
動
の
推
進
に
取
り
組
み
、
右

の
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
て
い
る
食
糧
支
援
に
有
効
活
用
し
て
い
ま
す
。

　伊
勢
市
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、「
金
属
が
使
わ
れ
て
い
る
不
要
な
入
れ
歯
」の
回
収

ボ
ッ
ク
ス
を
設
置
し
て
お
り
、
金
属
リ
サ
イ
ク
ル
精
製
で
得
た
収
益
の一部
が
、
日
本
ユ

ニ
セ
フ
協
会
へ
寄
付
さ
れ
、
世
界
の
子
ど
も
た
ち
の
支
援
へ
と
つ
な
が
り
ま
す
。

　ま
た
、一部
が
伊
勢
市
の
福
祉
事
業
に
使
わ
れ
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
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収
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課
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ー
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ご
家
庭
で
眠
っ
て
い
る
食
品
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
缶
詰
１
つ
か

ら
受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

フ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ
は

困
っ
て
い
る
人
の

役
に
立
つ
だ
け
で
な
く
、

ご
み
減
量
に

貢
献
し
ま
す
！

新型コロナウイルス感染症の影響により生活資金でお悩みの皆さんへ

生活にお困りで、食糧支援を希望する皆さんへ

◆不要になった入れ歯を寄付する方法◆

　新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、三重県社会福祉協議会では、貸付対象を低所得者世帯
以外にも拡大し、休業や失業に向けた緊急小口資金などの特例貸付を実施しています。

　生活にお困りで食糧支援を希望する人を対象に、お米や缶詰・レトルト食品など、個人の家庭や企業
などから寄付していただいた食糧などをお渡ししています。

■対象　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業などにより収入の減少があり、緊急かつ
　　　　一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯

■貸付上限額　20 万円以内
■据置期間　１年以内 　　　　　　　■貸付利子　無利子
■償還期間　２年以内 　　　　　　　■保証人　不要

①汚れを落とし、熱湯または入れ歯洗浄液剤
などで消毒してください。

②新聞広告などの厚手の紙で包み、ビニール
袋に入れて回収ボックスへ入れてください。

「もったいない」を「ありがとう」へ
さまざまな地域貢献のカタチ そ

の
食
品
、
捨
て
な
い
で
!!

家
庭
の
食
品
ロ
ス
を
減
ら
し
て
、

                       

必
要
な
人
へ
つ
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ぐ

そ
の
入
れ
歯
、
捨
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!!

世
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も
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の
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援
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つ
な
ぐ

【受け付けている食品】
・ お米
・ パスタ・そうめんなどの乾麺
・ 缶詰やレトルト食品
・ インスタント食品
・ のりなどの乾物
・ お菓子
・ 調味料

【受け付けていない食品】
・ 賞味期限が記載されていないものや賞味期限
　が切れているもの

・ 賞味期限が2カ月を切っているもの
・ 開封されているもの
・ 生鮮食品
・ アルコール（みりん・料理酒を除く）

生活サポートセンターあゆみ
（福祉健康センター・１階） ☎63-5224

申・問　生活サポートセンターあゆみ（福祉健康センター・１階　☎63-5224）
　　　  各支所（東部支所 ☎43-5551、西部支所 ☎27-0509、北部支所 ☎22-6617）

問 問地域福祉課 地域支援担当
（福祉健康センター・１階） ☎63-5334

緊急かつ一時的な生活費貸付（緊急小口資金）

■対象　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業などにより生活に困窮し、
　　　　日常生活の維持が困難になっている世帯

■貸付上限額　２人以上…月20万円以内　 単身…月15万円以内　 ※貸付期間は原則３月以内です。

■据置期間　１年以内 　　　　　　　■貸付利子　無利子
■償還期間　10 年以内 　　　　　　　■保証人　不要

生活再建に必要な生活費貸付（総合支援資金）

■対象　生活困窮者世帯や生活保護申請中の人など
■提供内容　お米は、１回につき１人１日２合を基準に、７日分を上限としています。
　　　　　　また、提供回数は１世帯につき５回を上限としています
　　　　　　※寄付していただいた食糧であるため、提供内容は在庫量によって異なります。

※総合支援資金のうち生活費

＊ 休業や失業が確認できる書類（給与明細書・勤務シフト表など）を持参してください ＊

感染症拡大防止のため、まずはお電話で相談してください。
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